原爆症認定申請書について


1． 概要

（1） この申請は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条に規定する厚生労働大臣の認定を求めるものであり、申請に関する書類は、全て県庁を通じて厚生労働省に提出します。
（2） 現在の負傷又は疾病の状態が原子爆弾の傷害作用に起因している場合、又は原子爆弾の放射能の影響によりその負傷・疾病の状態が治癒能力に影響を及ぼしている場合に認定されます。
（3） この認定申請は、提出してから認定又は却下されるまでに相当の日数を必要とします。また、疾病又は負傷の状態や、現在の治療の状況等について、再度書類の提出を求める場合があります。
（4） 厚生労働省から認定又は却下する旨の通知があった場合は、直ちに県庁から申請者あてに連絡します。なお、却下する旨の通知があった場合は、その通知を受けた日から６０日以内に不服申立をすることができます。

２　提出書類

（1） 認定申請書類（様式第5号）
（2） 意見書（様式第6号）
（3） 医療特別手当認定申請書（様式第9号）　　　　　　　　　　　　
（4） 検査成績書等〔医療機関の先生にご相談の上、必ず必要書類を提出してください。〕

別添の「原爆症認定申請される方々へ」を参照の上、医療機関の先生に
添付書類一覧表をご記入いただき、必要書類を併せて、提出下さい。

３ 記入に際しての注意事項

（1） 認定申請書

・「負傷又は疾病名」欄の病名は、必ず意見書の「負傷又は疾病名の名称」欄の病名と同じものにしてください。
・被爆以降の健康状況、医療又は自覚症状等については、具体的に記載してください。
　　（例）　平成２０年９月～１２月　 ○○症で○○病院に入院
　　　　　　令和年５月～　　　　 △△病で△△病院に通院　等

（2） 意見書
・認定を受けようとする負傷又は疾病について、具体的な所見や医療の内容等、及び原子爆弾の影響との関係の有無についての医師の意見を記載して下さい。また、申請に係る疾病等の原因として、通常の医学的知見において想定される原爆放射線以外の危険因子（喫煙歴、飲酒歴、職業歴、家族歴、ウィルス感染歴等）が存在すると考えられる場合は、その具体的な内容を記載して下さい。

・申請にかかる疾病等に対する手術をすでに行っている場合は、当該手術の施行年月日及び術式名を必ず記載して下さい。また、将来的に手術を予定又は検討している場合は、当該手術の予定時期及び術式名を記載して下さい。

　（３）認定となった場合に申請月の翌月分までさかのぼって医療特別手当が支給されます。 

（４）検査成績書等
別添の「原爆症認定を申請される方々へ」を参照の上、必要書類を提出してください。


【問い合わせ】　　被爆相談室　TEL ０７８－３６１－８６０４　（直通）
午前10時から12時、午後1時から4時時（土日祝を除く）

【送　付　先】　　　　　　↓下記を切り取ってお使いください。

　　〒６５０－８５６７　　　
神戸市中央区下山手通５－１０－１ 　
　　　兵庫県保健医療部疾病対策課　原爆被爆者相談室
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　＜医療特別手当申請書在中＞　　
　　　　　　　　　　　　
